
 

 

 

総合計画審査特別委員会審査日程 

日時 平成２９年１２月１２日（火） 

午前１０時 

場所 議場 

 

付議事項 議案第８１号 第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想及び

基本計画の策定について 

 

１ 分科会長報告・質疑 

⑴ 基本構想分科会 

 

⑵ 総務文教分科会 

 

⑶ 民生福祉分科会 

 

⑷ 産業建設分科会 

 

 

２ 自由討議 
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■分科会長報告概要■ 

  総合計画審査特別委員会 

基本構想分科会 

議案件名 
議案第８１号 第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想及び基本計

画の策定について 

分担事項 基本構想及び基本計画のうち重点プロジェクト 

論点又は質疑

によって明ら

かになった事

項など 

【基本構想】 

「基本構想」とは 

市の将来都市像とそれを実現するためのまちづくりの基本的な方向性 

計画期間・・・市長の任期を勘案して４年の倍数の１２年間 

山陽小野田市の将来像・・・「住みよい暮らしの創造」 

将来都市像・・・「活力と笑顔あふれるまち」 

キャッチフレーズ・・・「スマイルシティ山陽小野田」 

五つの基本目標を分野ごとにまとめて設定 

 

○ 「第一次総合計画では『市民とともに』や『市民が主役』が前面に

出ていたが、第二次総合計画では行政主体のイメージで、『市民とし

て』の視点が感じられない。第二次総合計画の主語は『行政』か『私

たち』か」との質問に「市民のほか行政も含めて『私たち』である」

との答弁 

 

１ まちづくりの基本理念 

○ 「『行政が果たすべき役割』で始まり、行政主体のイメージになっ

ている。『市民とともに』を加えるなど市民を前面に出してはどう

か」との意見に「基本理念で、行政運営を進めていく上で持続可能

な地域社会を築かなければならないことを前提に計画を進めたい

と表しているため、『市民とともに』は入れにくい。将来都市像の

『市民協働による市民が主役のまちづくりを基本としながら』の中

で、この姿勢を示しており、市民とともにこの計画を進めたい。ま

た、基本構想審議会で『市民と一緒にの考えはいいが、行政として

取り組むべき責任を感じてほしい。市民に頼るだけではなく、行政

としてしっかりと責任を持つ意気込みを示す表現も取るように』と

いう意見もあったため、このような表現をとった」との答弁 
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○ 「『市民とともに』、『市民サイドの視点』ということを常に念頭に

おいて総合計画の施策の推進に取り組むこと」という分科会意見 

 

３ 基本目標 

⑶ 都市基盤 

○ 「老朽化対策の対象施設に市役所などの公共施設がないが、『６計

画の実現に向けて』の中で『老朽化した公共施設の長寿命化に取り

組む』とあるので、基本目標⑶と同様に実行してもらいたい」とい

う意見 

 

⑸ 教育・文化 

○ 「『学校・家庭・地域と連携』とあるが、第一次総合計画では『地

域・家庭・学校』となっていた。順番を変えた理由は何か」との質

問に「コミュニティ・スクールの考えに基づく。コミュニティ・ス

クールは、学校での教育、家庭での教育を中心としながら、地域住

民と連携して学校づくりを行う仕組みで、その考え方の下、『学校・

家庭・地域』の順番にした」との答弁 

○ 「『市民に学習機会を提供』とあるが、市民が受身となっている。

市民の主体的な表現にするなど、市民が主役という思いに立った表

現にすべきだ」との意見に「社会教育で主として行うべきことを記

述している。公民館の講座では、自己の充実を図る学習に加え、地

域の課題解決にもつながる学習内容を市民へ提供し、市民が選択

し、受講という意味である。また、社会教育の観点から市民にも講

師になってもらい、経験や知識を還元してもらうという意味もある

ので、市としての提供のほか、住民から住民への提供も含んでいる」

との答弁 

 

４ 人口の見通し 

○ 「人口の見通しを出すときは、実際の人口からかい離しないように、

また、算出根拠もきちんと説明してほしい」との意見に「基本とな

る数値を統一しておく必要があるので、国勢調査の結果を基にした

推計を行っている。推計に当たって、コーホート要因法を用い、本

市の出生率、死亡率や転出入の実績を勘案して計算しているので、

相応の精度でシミュレーションしている。ただ、このような資料を

出す際は、説明を丁寧にすることを心掛け、誤解が生じないように
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進めていきたい」との答弁 

 

５ 将来の都市構造 

○ 「『市街地を囲む山地や農地の無秩序な開発の抑制を図る』とある

が、現在、無秩序な開発はあり得ない。『地域の特性を活かして』と

いう表現に変えるべきではないか」との質問に「『無秩序な開発の抑

制を図る』という表現は、都市計画法の『秩序ある整備、適正な制

限の下に土地の合理的な利用を図る』という都市計画の考え方に沿

うものである。適正な行政指導により無秩序な開発は現在行われて

いないが、今後も行われないように土地の利用区分を定めたいので、

このような記述にした」との答弁 

○ 「『２主要な拠点の配置』において埴生地区複合施設の名称がない

ので、総合サービス拠点か文化交流拠点に入れてほしい」との意見

に「支所、出張所周辺は、地域サービス拠点として位置付け、南支

所、埴生支所、公園通出張所、厚陽出張所が該当する。総合サービ

ス拠点は、市役所本庁と山陽総合事務所の２か所と考えており、埴

生は、その機能からみて地域サービス拠点である」との答弁 

 

６ 計画の実現に向けて 

○ 「タイトルの「『計画の実現に向けて』の『計画』がどの計画を示

しているのか不明確なので、『総合計画の実現に向けて』にすべきで

はないか」との質問に「計画とは総合計画のことである。序論に『計

画の策定に当たって』や『計画の策定の趣旨』とあるように、総合

計画全体について『計画』という言葉で統一しているので、タイト

ルも『計画の実現に向けて』とした」との答弁 

○ 「この部分は行政が主語にしか見えない。主語を『私たち』にする

なら、全体的に見直す必要がある」との意見に「『計画の実現に向け

て』は、市が総合計画に基づき施策を進めるに当たり、市が責任を

持って取り組むべき手段を掲載したものであるので、基本的に行政

が主語になる」との答弁 

 

 

【重点プロジェクト】 

「重点プロジェクト」とは 

・ 総合戦略に掲げる子育て支援、雇用の創出など、総合計画において
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も重点的に取り組むべき施策、基本施策や分野を越えて、優先的、

重点的な取組が必要な施策として位置付けられたもの 

・ スマイルＵＰの３本柱 

 

重点施策１ 

○ 「⑴ 文化・スポーツの振興において、『かるた』とあるが、基本事

業の評価指標となっていない。また、『レノファ山口』とあるが、基

本施策には『プロサッカーチーム』と記載されている。重点施策と

して掲げている事業にもかかわらず評価指標や呼称が違うのは、整

合性がない」との意見。名称の変更を総務文教分科会に引継ぎ 

 

重点施策２ 

○ 「『若い世代』とあるが適切か」との意見に「『若い世代』という表

現は、平成２６年頃から地方創生の流れの中で、全国的に子育ての

支援や東京圏からのＵＪＩターンのターゲット層として用いられる

ようになり、本市でも総合戦略で用いているので、子育て支援に関

して『若い世代』を使うことは適切である」との答弁 

○ 「子育ての主体が女性と受け取れるが、男性も子育てに参加する時

代なので、表現を変える余地はないか」との意見に「男性の子育て

の参加について認識した上での記述で、妊娠・出産・子育てに対す

る支援は、父親、母親ともに対象と考えていることから、あえて父

親、母親という記述はしていない」との答弁 

○ 「⑵で女性の就労支援が具体的施策に掲げられているが、基本施策

には挙げられていない。重点施策に掲げるのであれば、基本施策に

挙げて、数値目標も挙げるべきだ」との意見に「女性の就労支援は

基本施策２４の『多様な働く場の確保』になる。その中で『若者、

女性、高齢者、障がい者の就業については、国、県と連携を図りな

がら雇用を働きかけていくことが必要』と記載し、基本事業では『⑷

就業対策の充実』で、『若者、女性、高齢者、障がい者などの就業対

策を推進』と記載している。基本施策、基本事業の中では目立って

ないが、重点プロジェクトに挙がっているので、本来であれば女性

の就労をもっと大きく取り扱わなければならないが、重点プロジェ

クトの中で着実にしっかりと行っていきたい」との答弁 

○ 「女性の就労支援について再就職の面で捉えているが、起業につい
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ても支援してほしい」との意見に「起業支援については重点施策１

に掲載があり、雇用の創出につながることから重要な施策と考える。

女性の起業についても、この起業支援の中でしっかりとやっていく

ことができる。重点施策２は、女性全般というより子育て世代の男

性、女性をターゲットにした施策となっている。そういった意味で

女性の就労支援は、子育てに起因する結婚、出産に関わる離職に対

する対応策として女性の就労支援を挙げている。起業支援は、子育

てをする女性に限らず、女性も男性も含め、広く起業支援をしてい

く策で、重点施策２は、子育てに焦点を当てた施策のみに絞ってい

るので、こちらには載せていない」との答弁 

 

重点施策３ 

○ 「具体的施策⑴で、第一次産業について農業のみで、林業、漁業が

表記されていない」との意見に「この重点施策において、観光、商

業などの産業と連携して農産物をブランド化していきたいという施

策を挙げている。決して林業、水産業を軽んじて含めていないとい

うことではない。主要事業では農産物だけとなっており、これを重

点に挙げているが、林業、水産業もしっかりと取り組んでいきたい」

との答弁 

○ 「ブランド化について具体的な事例があれば表記してほしい」との

意見に「ブランド化はシティセールスの一環として実施していくが、

その取組は来年度以降、農林水産課とシティセールス担当部署が連

携して行っていくので、今の段階では具体的なものを記載できない」

との答弁 

 

全体 

○ 「重点施策１に比べ、重点施策２、３は具体的な施策の表現が足ら

ない。１とバランスが取れる程度の表現が必要ではないか」との意

見に「それぞれの重点施策について、前期４年間で達成していくこ

とも考慮し、基本計画の中から、それぞれの施策に沿う事業を選ん

でいる。文章は具体的に実施していくべき事業について同じ程度に

簡潔に記載している。ただ、重点施策３のシティセールスによる魅

力発信は、来年度、シティセールスを担当する部署が設置され、そ

こで具体的な戦略を考えていくこともあり、その方向性しか記載で

きなかった」との答弁 
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【総括】 

○ 基本構想及び重点プロジェクト全体について、様々な意見、要望は

あったが、提案どおりとすることで意見は一致した。 

○ 重点プロジェクトに記載されている事業は、基本施策の中から優先

的、重点的な取組が必要な事業であると説明されたにもかかわらず、

基本施策の中にないものも見受けられ、違和感がある。やはり重点

プロジェクトとして掲げる以上、効率的、かつ実効性ある事業の展

開を担保するためにも、事業の具体的方針として基本事業の中に定

めるような計画づくりをすべきではないかということが、分科会の

総意であった。 

 



 

 

■分科会長報告概要■ 

  総合計画審査特別委員会 

総務文教分科会 

議案件名  
議案第81号 第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想及び基本計画

の策定について 

分担事項  基本計画のうち総務文教常任委員会所管部分 

論点又は質疑

によって明ら

かになった事

項など 

【基本施策 8】消防・救急体制の充実 

○ 現状と課題 

「消防団員の育成・強化を図っていくとのことだが、具体的には

どうか」との質問に「大学生の団員の入団を予定している」との答

弁 

○ 基本事業(1) 消防力の充実・強化 

「評価指標の消火栓・防火水槽の充足率については、組合の数値

を挙げているが、本市の数値を挙げるべきではないか」との質問に

「今後は、山陽小野田市としての数値を出すように努力したい」と

の答弁 

 ○ 基本事業(2) 消防団活動の推進 

（修正すべき事項） 

評価指標の消防団協力事業所数について質疑により誤りと判明し

たため、現状値「10 事業所」を「12事業所」に修正が必要 

 

【基本施策 9】防災体制の充実 

○ 目標指標 

「自主防災組織率は現状 92％であるが、前期目標として 95％に

設定した理由は」との質問に「今後 5年間で 900 世帯ぐらいを増加

させるということで 3％増を設定した」との答弁 

○ 基本事業(1) 防災対策等の充実 

「防災メールの登録件数は、平成 29年の目標が 4,200件であっ

たのに、今回、現状が 3,136件、目標が 3,500件で、目標を下げて

いるがその理由は」との質問に「防災メールの登録は枠に費用を出

して確保しており、現状の登録者数を加味して 3,500件に設定し

た。またヤフー防災に登録すれば無料で情報を入手できるので、市



 

 

民に周知していきたい」との答弁 

「国民保護計画を『関連する個別計画』に記載すべきではないか」と

の意見 

 

【基本施策 12】地域づくりの推進 

○ 基本事業(3) 中山間地域の活性化 

「中山間地域は本市では具体的にどこが該当するのか」との質問

に「農林水産省の農業地域累計区分による中間農業地域である旧山

陽町の区域が該当する」との答弁 

「中間農業地域の活性化は全市を挙げて取り組んでほしい」との

意見 

 

【基本施策 17】移住・定住の推進 

○ 目標指標 

「社会動態数がマイナス 50人になっているが、本市の実態と一

致しているのか」との質問に「山口県の人口ビジョンで、平成 37

年度にゼロにする目標が設定されており、それに向けての推計値を

本市において適用した」との答弁 

○ 基本事業(1) 転入者の定住促進 

「評価指標の転入世帯数が、これまで 90 世帯となっていたのに

今回の計画では 80 世帯となっているが、なぜ目標を下げたのか」

との質問に「総合戦略に基づいて目標値を 80世帯とした」との答

弁 

「転入者の定住促進は非常に重要な案件なので、もっと積極的に

取り組んでほしい」という意見 

 

【基本施策 31】観光・交流の振興 

○ 基本事業(4) シティセールスの推進 

「評価指標がホームページとＳＮＳの閲覧数のみであるが、ほか

に考えられなかったのか」との質問に「当面はこれらを評価指標と

して掲げ、来年度から担当部署を新たに決め、本格的に取り組んで

いく」との答弁 

「評価指標が年間で表されているが、1 日当たり何件など、より

身近な表記をしたらどうか」という意見 



 

 

  

【基本施策 32】学校教育の推進 

○ 基本方針 

「確かな学力、豊かな心、健やかな体とは具体的にはどういうこ

とか」との質問に「学校教育推進の指針における三つの力で、確か

な学力とは、基礎的な知識、技能を修得し、それらを活用して自ら

考え、判断し表現することによって、様々な問題に積極的に対応

し、解決する力を育成すること。豊かな人間性とは、人や社会との

関わりを通して、自らを律しつつ、他人と共に協調し他人を思いや

る心、感動する心や社会性を培うこと。気力と体力については、夢

や希望を持ち、その実現ために困難に耐え、最後まで根気よく取り

組む気力と体力の向上を図ること」との答弁 

○ 目標指標 

「本市の実情について、他市と比べてどうか」との質問に「平成

28年度は他市と比べて大差はない。目標値として 10％アップを掲

げてしっかり取り組んでいく」との答弁 

○ 現状と課題 

「施設や設備の改修が必要とある。学校のトイレは和式が多いが

洋式化についてどのような考えか」との質問に「トイレの洋式化に

ついては、全国的に見て山口県は非常に低い水準で、山口県内でも

当市は平均より低い。年次的に少しずつ増やしていきたい」との答

弁 

○ 基本事業(2) 義務教育環境の向上 

「教職員の資質能力向上と職場環境の改善とあるが、教育環境で

はないのか」との質問に「子どもたちへの質の高い教育を保障して

いくためには、教職員の職場の環境も改善していくことが必要であ

るということで職場環境としている」との答弁 

「本市には複式学級の学校があるが、そのことについての考えは

どうか」との質問に「平成 19 年に作成した学校適正規模・適正配

置基本方針には、『小学校であれば 5学級以下の学校については、

その状態が 5 年間継続した場合には、統廃合あるいは校区の見直し

などの検討をしていく』と定めている。市内の学校で 5学級以下は

1校が該当し、来年度で 5年となるため、教育委員会としては近い

将来協議を始めていくことになる」との答弁 



 

 

「評価指標に学校給食に使われる地場産食材の割合とあるが、何

の割合か」との質問に「品目に占める市内産の割合である。5 年間

で 5品目新規市内産が出るよう目標設定した」との答弁 

「重点施策 2 に『ＩＣＴ環境を整え情報機器を活用した効果的な

授業づくりを行います』とある。重点施策に掲げたのなら、基本事

業にも載せるべき」という意見 

○ 基本事業(3) 指導内容・方法の工夫 

「評価指標のところに学力に対する指標が必要ではないか」との

質問に「学力学習状況調査の結果については非公開であり、かえっ

て競争をあおるようなことになれば、本来の目的からして本末転倒

になってしまう。ここでの指標は、確かな学力、豊かな心、健やか

な体を総合的に捉えた生きる力を見るということで適切ではない

か」との答弁 

○ 基本事業(4) 心に寄り添う学校づくりの推進 

「評価指標の不登校児童・生徒数の割合の目標値が減少させると

なっているが、数値で表すべきではないか」との質問に「全国的な

傾向としてこの数年間は上昇傾向にあり、本市の状況も同じなの

で、せめて現状から減少させるということで、数値ではなく文言を

入れた」との答弁 

 ○ 基本事業(5) 市内の高等学校・山口東京理科大学との連携 

   「私立の魅力ある高等教育を支援するとあり、公立の高等学校に

ついて表記がないがどうか」との質問に「私立の魅力ある高校教育

を支援するとは、あくまでも私立学校振興助成法に基づいて、学校

法人に対する学校の運営費、施設の整備の助成をするというもので

ある」との答弁 

 

（修正すべき事項） 

「基本事業(2)の評価指標である学校給食に使われる地場産食材

の割合について、山口県が実施する学校給食地場産食材使用状況調

査の中にある地場産食材使用率算出方法において『食品数』とあ

り、食材の後に文言を入れたほうが分かりやすい」と判断したた

め、学校給食に使われる地場産食材食品数の割合に修正が必要 

「基本事業(4)の評価指標である不登校児童生徒数の割合につい

ては県の平均値が 1.1％ということなので、そこを目指すべき」とい



 

 

う理由により、前期目標値「減少させる」を「1.1％」に修正が必要 

 

【基本施策 33】社会教育の推進 

○ 現状と課題 

「老朽化した社会教育施設については・・・改修、更新を検討す

るとあるが、今後の見通しはどうか」との質問に「公共施設の総合

管理計画では、見通ししか出ていない。今年度に、個別計画を各課

から出して行革プロジェクトの中で協議をしていく」との答弁 

○ 基本事業(1) 社会教育活動の推進 

「評価指標に地域課題に対応した公民館の講座とあるが、具体的

にどういうものか」との質問に「地域課題の最たるものは防災で、

他にも子育ての講座などがある」との答弁 

○ 基本事業(2) 青少年健全育成活動の推進 

「ヤングテレホンの相談受理数の目標値を減らすというのはどう

いう考えか」との質問に「多ければいいというものではないし、た

だ減るのがいいというわけではなくて、事例ごとに適切に対応して

いくことが大切ではないか」との答弁 

 

【基本施策 34】次世代の学校・地域創生の推進 

○ 目標指標 

「目標指標の学校支援地域本部事業の参加者数の目標値が現状値

より下がっている理由は」との質問に「有権者数が約 5 万 2,000人

という中で、現在延べ 5万人を超えている。現状を何とか維持して

いきたいということで設定した」との答弁 

○ 現状と課題 

「『学校支援の側面が強くなっているため、今後は学校づくり地域

づくり両面から取組を進めることが必要です』とあるが、どのように

考えるのか」との質問に「支援から協働へという考え方を理解しても

らうことが大切。学校を核にして地域づくりを進めるということは、

学校に関わることが地域づくりにつながっていくということで、そ

のことを行政や公民館長を初め、関わる人が理解してしっかり取り

組んでいかなければいけない。」との答弁 

○ 基本事業(1) 学校・家庭・地域の連携の推進 

「評価指標の学校教育と社会教育の連携に主体的に取り組んでい



 

 

る公民館数が、現状 0 館を目標値 11館としているが、人の配置は

どう考えるのか」との質問に「平成 29年度現在は全公民館 11 館で

取り組んでいる。公民館長は再任用職員あるいは任期付職員、主事

は臨時職員という身分だが、厚陽公民館 1館のみ社会教育主事を正

職員として配置している。学校と地域のつなぎ役を担うので、館長

会議や研修を続けながら職員の資質向上にしっかり努めていく」と

の答弁 

 

【基本施策 35】山口東京理科大学の教育環境の整備・充実 

○ 基本方針 

「大学の利活用についての記述がないが、他の施策にあるのか」

との質問に「基本施策 24、多様な働く場の確保（1）産学官連携の

推進に産学官の連携をうたっている」との答弁 

「大学の利活用については、産学官連携という形で基本施策 24

にあるが、それだけはなく広く市民に恩恵がどのようにあるのかも

必要であるにもかかわらず、全くうたっていない。重点施策には定

住促進が書いてあるが、読み取ることができない。何らかの記載が

必要」との意見。 

○ 目標指標 

「大学のアンケートによる学生満足度が目標指標になっている

が、28 年度以前の数値はどうか」との質問に「平成 25 年度が

78.8％、平成 26年度が 80.6％、平成 27年度が 79.1％、平成 28 年

度が 78.6％となっている」との答弁 

○ 基本事業(1) 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実 

「評価指標の志願者数目標値の根拠は」との質問に「現状値は工学

部が 1,790人で、これを 1.25％毎年上げていき、薬学部は、平成 30

年度に入学志願者は 10 倍の 1,200 人で設定し、毎年 1．5％ずつ上

げ、平成 33 年度には 3,176 人になると考えている」との答弁 

 （修正すべき事項） 

「工学部と薬学部の志願者数をきちんと根拠を持って算出できて

いるのであれば、その数値をきちんと表記して、分かりやすいもの

にすべき」という理由により、 

・現状値「1,790 人」を「工学部 1,790 人、薬学部－」の 2段表記

とする。 



 

 

・前期目標値「3,176 人」を「工学部 1,904 人、薬学部 1,272 人」の

2段表記とする修正が必要 

 

【基本施策 36】芸術文化によるまちづくりの推進 

○ 基本方針 

「本市ならではの特色ある文化事業に取り組みとあるが、具体的

には何か」との質問に「ガラス文化、かるた、ピアノマラソン大

会、少年少女合唱祭などである」との答弁 

○ 目標指標 

「目標指標の現状値が課題カルテの現状値と違うがどういうこと

か」との質問に「一次のときはアンケート結果の人数で把握し、全

体のどれだけの割合かで満足度を出したが、二次では大変満足 100

点、満足 75 点、どちらともいえない 50 点、不満 25点、大変不満 0

点で点数化し、合計点数を対象人数で割って点数とした」との答弁 

「基準値の取り方が違うので前と比べることもできないし、どれ

だけ改善していくか分かりにくい」という意見 

○ 基本事業(1) 芸術文化を育む環境づくり 

「評価指標に文化会館大ホールの利用率を挙げているが、基本事

業の趣旨と一致していないのでは」という意見 

○ 基本事業(2) 芸術文化活動の推進 

「重点施策の中でかるたが掲げてあるのに、評価指標にないのは

おかしい」という意見 

 （修正すべき事項） 

(1)「市民アンケート調査（市民満足度）における文化施設の整備にお

いて、大変満足、満足、どちらともいえないという人数を 20人増や

す目標を立てることで、前期目標値を達成してほしい」という理由に

より、 

・指標「文化会館大ホールの利用率」を「文化施設の整備に対する

市民満足度」に修正が必要 

・説明部分の「文化会館大ホール利用日数÷文化会館開館日数× 

100」を「市民アンケート調査」に修正が必要 

・現状値「44.3％」を「55.3％」に修正が必要 

・前期目標値「50.0％」を「60.0％」に修正が必要 

(2)「基本事業としてかるたをうたっているので、指標として入れては



 

 

ということから、現在山口県かるた協会山陽小野田支部会員 25 人と

小野田高等学校部員 10人という把握している競技人口を、市内各中

学校 6 校 2人程度増を目標として、合計 50 人を目指してほしい」と

いう理由により 

  ・指標「山陽小野田市民文化祭の参加者数及び入場者数」を「市内

のかるた競技人口」に修正が必要 

・現状値「（平成 28年度）3,661人」を「（平成 28 年度）－」に修

正が必要 

・前期目標値「3,800 人」を「50 人」に修正が必要 

 

【基本施策 37】スポーツによるまちづくりの推進 

○ 基本方針 

「地域の資源や特性を活用とあるが、何を示すのか」との質問に

「地域の資源とは、例えば、山、川、海など自然資源や、スポーツ

施設として資源などがある。特性としてはグラウンドが市内に非常

に多いこと、ゴルフ場が多いこと、県立おのだサッカー交流公園が

レノファの練習拠点になっていることなど」との答弁 

「重点施策にレノファ山口を挙げているので基本計画の基本事業

の中にも明記すべき」という意見 

○ 目標指標 

「課題カルテの、成果及び施策の展開にある目標指標と今回の目

標指標が違うのはなぜか」との質問に「カルテには総合計画のため

に実施したアンケートによる市民満足度を、今回は国のスポーツ基

本計画をもとに、県が策定したスポーツ推進計画を参酌して市がス

ポーツ推進計画を策定し、その中のスポーツをする割合を指標にし

た」との答弁 

○ 基本事業(1) スポーツ施設の充実 

「評価指標の体育施設利用者数は市内の 12 施設の利用者とのこ

とだが、公民館のコミュニティ体育館や学校の体育館やグラウンド

など他施設の利用者は入れないのか」との質問に「12施設の利用者

数を挙げれば傾向は分かるので、市の 12 施設の利用者数を指標と

して挙げた」との答弁 

 （修正すべき事項） 



 

 

「重点施策にレノファ山口の記載があるのに、基本施策以下にな

い。現状と課題にあるプロサッカーチームとはレノファ山口にほか

ならないので、市として応援機運を高めたり、地域一体感醸成に努

めるためにも、しっかり表現すべき」という理由により、「プロサ

ッカーチーム」を「レノファ山口」へ修正が必要 

 

【基本施策 38】効率的で効果的な行政運営 

○ 目標指標 

「目標指標を、効率的で効果的な行政運営に対する市民の満足度

とした理由は」との質問に「財政状況の指標や人事の人数が適正か

などの指標が考えられるが、市民が効率的か効果的かと実感するか

どうかが必要ということで目標指標にした」との答弁 

○ 基本事業(1) 行政改革の推進 

「評価指標に個別施設計画を策定した公共施設の割合 100％とあ

るが、全部で幾つの計画となるのか」との質問に「約 25 程度であ

る」との答弁 

○ 基本事業(2) 適正な組織体制の確立 

「定員適正化の評価指標が現状値 98.75％とあるが、この根拠

は」との質問に「病院と水道を除いた職員の人数が平成 28年度現

在 474 人であり、計画上は 480人なので 98.75％となる」との答弁 

○ 基本事業(3) 職員の資質の向上 

「職員の健康管理についての考えはどうか」との質問に「メンタ

ルヘルスという事業もあるので、研修に職員を派遣するとともに、

内部的には相談窓口等も設ける。復帰支援については保健師等も含

めて対応していく。またストレスチェックという制度なども活用

し、市全体で働ける環境を作っていきたい」との答弁 

 

【基本施策 39】健全な財政運営 

○ 基本方針 

「財政計画と健全な財政運営の位置づけはどう考えているのか」

との質問に「健全な財政運営を行っていく上では中・長期の財政見

通しを立てることは重要である。関連する個別計画ということで

掲げている」との答弁 

○ 目標指標 



 

 

「経常収支比率 91．3％を平成 33 年度に 85％を目標にしている

が、どのように達成するのか」との質問に「公共施設の最適化によ

る維持管理経費の削減や適正な定員管理、職員配置、広域連携の推

進などで経費を削減していくことが必要で、一般財源については定

住、移住の促進や産業の振興などで市税の増加を目指したい。そう

いった取組が進めば目標の 85％に近づく」との答弁 

○ 基本事業(2) 自主財源の確保 

「評価指標の市税徴収率については『％』で示しているが、自主

財源の総額を示すことはできないのか」との質問に「自主財源額に

ついてはいろいろな外的要因を加味して財政計画で推計している」

との答弁 

 

【基本施策 40】市政への市民参画の推進 

○ 目標指標 

「市民参画の推進という基本施策に対して、なぜ目標指標がホー

ムページへのアクセス数なのか」との質問に「市民が市政へ参画す

る大前提として、まず行政からの情報を市民へ提供することが重要

ということで、目標指標として設定した」との答弁 

 

【基本施策 41】広域連携の推進 

○ 目標指標 

「県央連携都市圏域の事業 4 件が増えることによって、目標指数

23件になるということだが、具体的な今後の予定は」との質問に

「来年度の予算の策定に向けて 8つのプロジェクトの中で検討し

て、本格的に動くのは平成 30 年度からになる」との答弁 
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【基本施策１】子育て支援の充実  

○ 現状と課題 

「児童クラブの待機児童の状況は」との質問に「高千帆校区と厚

狭校区で待機児童が生じており、施設整備や新たな委託等の方針で

解消に取り組んでいる」との答弁 

「厚狭校区の児童クラブは受入れが３年生までで待機児童が生じ

ており、均等なサービス状況ではない。受入体制は考えていないの

か」との質問に「なかなか難しいとは思っているが、６年生を見据

えて整備に取り組んでいくつもりである」との答弁 

「長期休暇中の児童クラブ開所時間について早くすることは検討

課題にあるか」との質問に「開所時間を早めてほしいとの要望を聞

いており、調整している」との答弁 

○ (1) 働く子育て家庭の支援 

「保育所の待機児童数について、前期の目標値ゼロに向けての施

策は」との質問に「小規模保育事業所など民間からの要望があった

場合に積極的に可能な限り認可していく」との答弁 

「評価指標の保育所等待機児童数について、年度末の待機児童数

をゼロにするという目標を掲げているが、適当な評価指標に変える

べきである」という意見 

○ (2) 子育ての不安と負担の軽減 

「子育て総合支援センター利用者数の前期目標値 8,000人の根拠

は」との質問に「母子保健事業や幼児健診、1歳半健診などの実績

値を基本として、その他講座受講者やプレイスペース利用者も見込

んだ。開所すればできるだけ多くの利用を考え努力していきたい」

との答弁 

「主要事業の就園・就学助成事業は教育委員会の所管となってい



 

 

るが、子ども福祉関連の窓口の一本化が必要である」という意見 

○ (3) 地域社会での子育て支援 

「ファミリーサポートセンターの会員の定期的研修や情報交換の

場の設定は」との質問に「県で研修が実施されており、市において

も交流会や講師を招いての勉強会を年に二、三回行っている」との

答弁 

「山陽地区で児童館と同一の機能を持たせるための手法は」との

質問に「まだ具体的なものはないが、既存施設を活用して児童館機

能を持たせ事業が行えることが望ましいと考える」との答弁 

○ (4) 配慮が必要な子どもと家庭の支援 

「家庭児童相談件数 70件について、児童相談所の件数が加味さ

れているのか」との質問に「相談の内容によっては児童相談所につ

ないだケースもあるが、市役所に相談があった件数である」との答

弁 

○ (5) 母子保健サービスの充実 

「里帰り出産について相談は入っているか」との質問に「住民票

のある市町と連携を取り合いながら行っており、正確な数字は今持

ち合わせていないが、10件ぐらいはあったと思う」との答弁 

「評価指標の妊婦健診受診率が現状も目標も 100％となっており、

他の指標に変えるべきである」という意見 

 

【基本施策２】高齢者福祉の充実  

○ 基本方針 

「どう健康を維持していくかということが出ていない理由は」と

の質問に「健康な方に関しても、地域包括ケアシステムの一環の中

で介護予防として取り組んでいくということである」との答弁 

○ 目標指標 

「要支援・要介護認定率について、引き下げることが方針として

正しいのか図った上での指標なのか」との質問に「介護レベルの低

い方が、介護予防により要介護認定で非該当になるよう取り組むこ

とで認定率を下げるものであり、サービスを削っていくとか、認定

を受けさせないという意味ではない」との答弁 

○ 現状と課題 

「自治会に入っていない方や外国人の状況を把握しているか」と



 

 

の質問に「外国人の状況は把握をしていなかった。自治会未加入者

が多いことは情報を得ているので、校区ごとの話合いを進めている

段階で実情を聞きながら進めている」との答弁 

○ (1) 生涯現役社会づくりの推進 

「介護支援ボランティアについて、ポイント制度は現状を維持し

て増やしていくのか」との質問に「現状の制度のまま進めていきた

いと考えているが、ボランティアする場の拡充等については検討し

ている」との答弁 

○ (2) 高齢になっても住みよい地域づくり 

「第二層協議体はどういう団体を想定しているか」との質問に

「地域に応じた形になろうかと思うが、自治連関係者、民生委員、

福祉員、ふるさと協議会、コミュニティスクールの構成者、地域づ

くりに興味や熱意をお持ちの方、そして可能であれば商店や介護サ

ービス事業所などにも参画してもらうのが理想と考える」との答弁 

「社会福祉協議会の事業と第二層協議体との関係を今後どうして

いくのか」との質問に「地区社協は当然、既に地域づくりをしてい

る団体と協力しながら行っていきたい。どうしちょるネットの機能

に例えば困り事を吸い上げる機能を持っていただき、ニーズを把握

して協議体で必要な仕組みを作るといった連携が取れればと考えて

いる」との答弁 

「在宅介護を支える体制の充実をうたうのであれば、地域ボラン

ティア取組組織の育成を評価指標に加えるべきである」との意見 

○ (3) 介護予防の推進 

「住民運営通いの場について設置要件は」との質問に「要件はな

い。希望があれば説明し、支援する形である」との答弁 

「総合事業の取組が不十分であり、実施事業者数を目標に据える

べきである」という意見 

○ (4) 認知症施策の推進 

「認知症サポーターについて、養成後のフォローは」との質問に

「次年度に工夫を考えたい」との答弁 

○ (5) 介護（予防）サービスの充実 

「今回の事業所増の予定が厚狭地区とのことだが、小野田地域は

増やす必要はないのか」との質問に「小野田地域においては、全中

学校区で小規模又は看護小規模が既に設置済みである」との答弁 



 

 

○ (6) 介護保険の円滑な運営 

「ケアマネージャーの人数は満たされているか」との質問に「何

人いないといけないというのはないが、まだ余力はあると考えてい

る」との答弁 

「介護保険の円滑な運営について、評価指標に介護保険料現年度

分収納率を挙げているが、収納率はほぼ限界であり、提供者側の負担

軽減及び報酬の確保や、介護現場の疲労など、取り組むべきものがあ

る」という意見 

 

【基本施策３】障がい者福祉の充実  

○ 目標指標 

「地域生活支援拠点の整備について、時期と内容は」との質問に

「平成 32年度を目標に、主には 24時間体制の相談支援と緊急時の

対応としてのショートステイ、また、グループホーム等での地域移

行も踏まえた体験を考えている」との答弁 

○ 現状と課題 

「就労支援について、どのような形で取り組んでいくのか」との

質問に「事業所や公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター

と連携を取りながら支援を行っている」との答弁 

「新規に障がい児福祉計画を設ける理由は」との質問に「児童福

祉法の改正により、「児」の計画を別に立てるようになったため」

との答弁 

○ (1) 障がい福祉サービスの充実 

「共同生活援助事業所数について、平成 19 年に掲げた 3 事業所

への目標が達成できない状況の中、具体的な手を打てるか」との質

問に「計画の段階が民間主導になるが、国や県の補助制度など情報

を提供しながら建設していきたい」との答弁 

○ (2) 障がい者が安心して暮らせる地域づくり 

「外出支援、バリアフリー化の推進について、何か良いプランが

あるのか」との質問に「ハード面については、全庁的に関わると思

うが、組織的に束ねる部がないことをどうするかが大きな課題であ

ると考えている」との答弁 

「公共施設の思いやり駐車場の設置施設について、どのようなと

ころが不足と感じているのか」との質問に「全く表示がないのが公



 

 

園や学校などであり、臨時的な設置を啓発するなど行っていきた

い」との答弁 

「評価指標が公共施設の思いやり駐車場の設置施設数になってい

るが、公共施設や市道のバリアフリー化が遅れており、全ての市民が

安心して外出できる条例などの整備が必要である」という意見 

 

【基本施策４】地域福祉の推進  

○ 目標指標 

「福祉活動ボランティア団体の数について、行政がどのように絡

んで 80 団体にしようとしているのか」との質問に「うまく社会福

祉協議会の機能を活用しながら、縦横の関係をしっかりと組み合わ

せる中で、ボランティア登録を増やすことができる流れを作ってい

きたい」との答弁 

「福祉活動ボランティア団体について、社会福祉協議会によく聞

いて実際を把握し目標値を立てたほうが良い」という意見 

○ 現状と課題 

「民生委員・児童委員の人材確保について、具体策はあるのか」

との質問に「特に持ち合わせていないが、地域と連携し、地域に人

材の推薦をお願いしながら努力していきたい」との答弁 

○ (1) 地域福祉推進体制の整備・充実 

「福祉センター・福祉会館利用者数増の目標について、具体的な

施策がないなら、現実に直視した数字を出したほうが良いのでは」

との質問に「平成 28 年度の利用者数だけが少し減っているような

ので、だんだん減ってきている形ではない」との答弁 

「福祉センター・福祉会館の利用者数について、人数が減った理

由を分析すべきである」という意見 

○ (2) 地域福祉に関する相談・支援体制づくりの推進 

「民生委員・児童委員の研修状況は」との質問に「月に１回ほ

ど、各地区で定例会を開催している。県の協議会で数カ月に１回研

修会を開いている」との答弁 

「民生委員・児童委員について、人材確保をするには処遇改善をす

べきという文章を入れるべきである」という意見 

（修正すべき事項） 

   「民生委員・児童委員の処遇改善に努める必要がある」という理由



 

 

により、「民生委員・児童委員を中心として、地域の中で生じる身近

な問題を助け合い、支え合いへとつなげられる相談・支援体制づくり

を推進します。」を「（前文省略）推進するとともに、民生委員・児童

委員が動きやすい環境づくり及び人材確保に努めます。」に修正が必

要 

 

【基本施策５】社会保障の安定  

○ 基本方針 

「健全な財政運営に努めることが先に来て、市民の健康、命を守

る視点がないが」との質問に「国民健康保険については、財政規律

を堅持しながら、被保険者の健康に配慮し、実情に応じてきめ細か

な対応をしていきたい」との答弁 

○ 現状と課題 

「国民健康保険が来年度から単一県化されるが、基金を活用して

保険料を低く抑えることは可能か」との質問に「保険料率の権限は

市町村に委ねられているので、基金活用による保険料抑制は可能だ

と認識している」との答弁 

○ (1) 低所得者福祉の充実 

「ケースワーカーの人数と女性への配慮は」との質問に「８名

で、以前は女性のケースワーカーが１名いたが、現在はゼロのため

人事に要望している」との答弁 

○ (2) 国民健康保険の充実 

「特定健康診査受診率について、目標値 60％に引き上げていく努

力は」との質問に「検討状況は４点。１点目は協会けんぽとの連

携、２点目は国保連合会と市町と医師会の３者協定、３点目は理科

大薬学部と連携した取組、４点目は健康ポイント制度の構築であ

る」との答弁 

「国民健康保険料現年度分収納率の目標について、すでに超えて

いる数字を挙げているが、保健師による訪問指導事業を指標とすべ

きである」という意見 

○ (3) 後期高齢者医療の充実 

「行政処分の状況は」との質問に「山口県では統一的に資格証明

書の発行は行っていない。昨年のデータになるが、短期被保険者証

発行が８月更新時で 11件、２月更新時が５件である」との答弁 



 

 

○ (4) 国民年金の充実 

「協力連携事務の場合、国からの委託金は下りるのか」との質問

に「協力連携事務に関わる事務についても、国から交付される仕組

みである」との答弁 

 

【基本施策６】健康づくりの推進  

○ 現状と課題 

「生活習慣病の予防について、市の特徴ある事業の考えは」との

質問に「健康ポイントについては目標の一つになることもあるの

で、取り入れるべく検討していきたい」との答弁 

「自殺予防の取組について」との質問に「こころのサポーターと

して、自治会や民生委員、健康推進員等を養成している。若者の自

殺が増加傾向にあるため、今年度は学校の先生に養成講座を実施し

ている」との答弁 

○ (1) 地域ぐるみの健康づくりの充実 

「保健師がしっかり訪問した時には、医療費が下がっている実態

があるので、改めてデータを取り対応すべきである」との意見 

○ (2) 地域保健サービスの充実 

「連続して検診を受けてもらうよう努力が必要では」との質問に

「電話での勧奨、健康増進員の研修会における検診車の見学、小中

学校の子どもを通じて親の検診のためのチラシ配布を行っている」

との答弁 

 

【基本施策７】地域医療体制の充実  

○ 現状と課題 

「かかりつけ医の普及を図るというのは、医師の偏在がかなり厳

しい状況の中で地元に医師を置くことではないのか」との質問に

「訪問診療等を行っているので、かかりつけ医ということで普及を

進めていきたい。仕組みについては、小野田医師会、厚狭郡医師会

等と協力しながら随時広報等を含め行いたい」との答弁 

「市民病院の医師数確保は 30 名の目標だが、達成できるのか」

との質問に「現在 28 名で、間もなく達成できると思っている」と

の答弁 

○ (1) 地域医療体制の充実 



 

 

「評価指標に急患診療所受診者数があるが、整備状況については

強化されているのか」との質問に「薬剤は一番適切なものを医師や

薬剤師にお願いし配備している。機材についてはほとんどないのが

現状である」との答弁 

○ (2) 市民病院の機能強化と健全経営 

「健全経営について改革プランやコンサルタントの指導による改

善状況は」との質問に「減価償却の関係もあり、数年は厳しい状態が

続くが、薬剤の購入の仕方など、様々経費削減ができるように取り組

んでいる」との答弁 

「評価指標に 30名の医師の確保を挙げるべきである」という意見 

「市民病院を黒字化していくことを明記すべきである」という意見 

 

【基本施策９】防災体制の充実  

○ (1) 防災対策等の充実 

「避難所の運営において、備蓄物資の管理は」との質問に「市役

所と総合事務所、埴生公民館にある程度の食料を確保している」と

の答弁 

「福祉避難所について説明がなかったが、整備状況は」との質問

に「小野田老人ホームと長生園、みつば園、小野田心和園の４カ所

である」との答弁 

 

【基本施策１０】防犯・交通安全対策等の推進  

○ 基本方針 

「防犯・交通安全対策等の推進を実現するために空家の利活用が

あるという考え方は雑ではないか」との質問に「防犯・交通安全対

策の推進は空家を減らしていこうという施策の一つで、危険なもの

は壊し、使えるものは使うという観点での方針である」との答弁 

「空き家の利活用の推進が防犯・交通安全の対策につながるのか

違和感があるので、文言の精査が必要ではないか」という意見 

○ 目標指標 

「防犯外灯ＬＥＤ化率を前期目標で 90％にするとのことだが、難

しくはないか」との質問に「方向としては、自治会のほうもＬＥＤ

化したいという考えが強いように感じている」との答弁 

○ 現状と課題 



 

 

「高齢者を狙った振り込め詐欺などについて、警察情報だけでな

く、事例を紹介する市の計画はないのか」との質問に「詐欺につい

ては警察の所管だが、警察と連携し注意喚起に努めたい」との答弁 

○ (1) 交通安全思想の普及 

「評価指標がなぜ現状維持か」との質問に「増やしていきたい気

持ちはあるが、現状が基本的には精一杯である」との答弁 

○ (3) 地域防犯対策の推進 

「暴力団の排除のための具体的な事業内容は」との質問に「山陽

小野田署と協定を組んでおり、事業をする段階で事業者と申請者が

暴力団であるか確認を取っている」との答弁 

○ (4) 空家等対策の推進 

「空家等相談の助言率 100％をなぜ評価指標としたのか」との質問

に「対応を主に置いて相談に真摯に回答していくという気持ちであ

る」との答弁 

「評価指標を空家等相談の助言率ではなく、解決率にすべきであ

る」という意見 

（修正すべき事項） 

「相談に真摯に対応する市の考えを明らかにする手法としては、

助言率より解決率の方がふさわしい」という理由により、評価指標の

「空家等相談の助言率」を「空家等相談の解決率」に修正し、説明の

「助言件数」を「解決件数」に、「現状値」を「52.9％」、「前期目標

値」を「65％」とすることが必要 

 

【基本施策１１】消費者の保護と意識啓発  

 〇目標指標 

「消費者教育講座はどういう内容か」との質問に「消費生活セン

ターの相談員が行うものが大半だが、最近多い相談事例を基に、ト

ラブルに遭わないよう啓発を行っている」との答弁 

○ 現状と課題 

「未成年者の被害状況は」との質問に「平成 27年度に親のクレ

ジットカードを勝手に使用し 30万円の被害があり、校長会に出向

いて注意喚起した」との答弁 

○ (1) 消費者安全の確保と消費者教育の推進 

「消費者団体の育成についての考えは」との質問に「山陽小野田



 

 

消費者の会以外は考えていないが、高齢化が進んでおり、活動の紹

介など行っていきたい」との答弁 

○ (2) 消費生活相談体制の充実 

「消費者相談員の人数は」との質問に「有資格者は任期付職員１

名で、兼務職員が消費者相談員の資格を取れるよう勉強している」

との答弁 

「評価指標を消費生活相談の助言率ではなくて、解決率にすべき

である」という意見 

    

【基本施策１２】地域づくりの推進  

○ 目標指標 

「地域振興諸行事はどこまでがこれに当たるのか」との質問に

「諸行事補助金要綱の中に記載されている祭りで、その参加者数合

計を目標指標としている」との答弁 

○ 現状と課題 

「コミュニティ活動備品について機材の貸出しに制限があるの

か」との質問に「主に市の団体が使うもので、営利目的に使うもの

には貸し出さない規定がある」との答弁 

○ (1) 市民活動の推進 

「自治会未加入世帯が増える中にあって、平成 33年度で加入率

を 97％とする理由は」との質問に「促進という形でいろいろな施策

を採っていきたい」との答弁 

「任意団体で自治会だけを評価指標に挙げるのは受け入れがた

い」という意見 

○ (2) 市民協働のまちづくりの推進 

「どういう目的で職員派遣をするのか」との質問に「他市の例に

倣い、まず地域のことを教えてもらう形で派遣を考えた」との答弁 

    

【基本施策１３】人権尊重のまちづくり  

○ 目標指標 

「市の審議会等の女性委員の割合について、前期目標の 50％を目

指すための取組は」との質問に「各審議会の構成割合がわかるの

で、女性委員をできるだけ入れてもらえるよう働きかけていく」と

の答弁 



 

 

○ 現状と課題 

「ＤＶに対する相談体制と周知方法は」との質問に「市民生活課

の女性職員二人体制で相談を伺うようにしており、ホームページや

広報等で相談窓口を周知している」との答弁 

○ (1) 人権教育・啓発の推進 

「人権啓発活動事業について、現状 116 回の内容は」との質問に

「啓発と教育の合算で、人権講座４回、ヒューマンフェスタ１回、

人権教育が 111回である」との答弁 

○ (2) 人権擁護活動の推進 

「特設人権相談所の開設数について、４年後の前期目標が同回数

であるということは、これまでどおりということか」との質問に

「人権擁護委員に協力いただきながら開設しているので、人権擁護

委員協議会や法務局と連携を取りながら回数も増えるように対応し

たい」との答弁 

○ (3) 男女共同参画社会の推進 

「男女共同参画プランを実現するための全体的な体制の有無は」

との質問に「全庁的な協議は行っていない。男女共同参画審議会を

最大限活用していきたい」との答弁 

 

【基本施策１４】自然環境の保全  

○ 現状と課題 

「竜王山の自然環境保護について、どこまでやる気を持って考え

ていくのか」との質問に「竜王山に限らず市内全域について環境保

全を考えていかなければならない。特に竜王山もその中の一つで、

取りあえずは公園を管理する都市計画課と協議する」との答弁 

○ (1) 環境保全意識の醸成 

「環境保全意識の醸成する大目的が掲げられているにしては、評

価指標が環境展というのは魅力に乏しいのでは」との質問に「環境

展は、環境に関わる団体や動物愛護団体の協力を多分にいただきな

がら開催している事業であり、市の予算も非常に少ない事業である

ので、今が精一杯であることを理解願いたい」との答弁 

 

【基本施策１５】循環型社会の形成  

○ 目標指標 



 

 

「３Ｒを進めるために、市民への啓発をどう強化するのか」との

質問に「特集で３Ｒの推進について広報等で出すことを考えてい

る。小学生の施設見学で、標語で３Ｒを推進することにより、家庭

で父母等に啓発してもらう形をこれからも行っていきたい」との答

弁 

○ 現状と課題 

「大量生産・大量消費・大量廃棄とあるが、いまだにそういう状

況にあると言い切って良いのか」との質問に「相対的に見て、この

三つがまだ当てはまるものが非常に多いと認識している」との答弁 

○ (1) 循環型社会の形成の推進 

「資源ごみ再利用化推進奨励金交付団体の状況は」との質問に

「平成 28年度は 306 団体のうち子ども会が 118、自治会が 55、福

祉団体が 27 団体、その次が老人クラブという順番である」との答

弁 

「団体数の前期目標値が 300 で減少していくという見方か」との

質問に「減少しているところがかなり多いが、自治会は平成 24 年

度に比べ増えており、まだ交付を受けていない子ども会等もたくさ

んあるので、全体の数を増やしていきたい」との答弁 

○ (2) 廃棄物処理体制の充実 

「老朽化した施設について、抜本的な対策が必要では」との質問

に「来年度、小野田浄化センターは精密検査をする予定としてお

り、その結果を踏まえた後で、実施計画等を挙げて予算要求してい

きたい」との答弁 

○ (3) 衛生・美化の向上 

「主要事業に犬・猫保護等関連事業とあるが、竜王山の猫の問題

について抜本的な対策等考えているか」との質問に「環境課と都市

計画課とで連携しながら何らかの対策を考えていきたい」との答弁 

「衛生・美化の向上をうたっているが、竜王山の猫のふん尿の問題

等で執行部の考え方が硬直化していると感じた。こういう問題も総

合計画に盛り込むべきである」という意見 

○ (4) 環境保全対策の推進 

「温室効果ガス排出について、第３次率先実行計画に一部の指定

管理施設を除くとあるが、指定管理施設を除くのはなぜか」との質

問に「基本的には運営自体を指定管理者に任せている」との答弁 



 

 

「評価指標の温室効果ガス排出量について、対象施設から市が指

定管理した施設を外していくのはおかしい」という意見 

＊実際には、第３次山陽小野田市率先実行計画の記載に誤りがあ

ることが判明 

○ (5) 環境監視体制の充実 

「環境調査センターの今後の方向性は」との質問に「建物は古い

が、平成 28 年度と 29 年度に高価な機械を更新した。山口東京理科

大学の教授と連絡を取って相互に協力できるか検討中である」との

答弁 

 

【基本施策１６】国際交流・地域間交流の推進  

○ 目標指標 

「中学生派遣事業について、問題点が同僚議員から指摘されてい

るが、方向性は」との質問に「大規模校、小規模校で同じ一人で良

いのか、他市の中学校に通っている生徒はどうなのかも含めて現在

検討している」との答弁 

○ (1) 国際交流・地域間交流の推進 

「中学生の交流の改善が進んでいない中で、本当に推進の状況に

なっているか」との質問に「今年９月にモートンベイ市の市長が本

市を訪問した際、山口東京理科大学で大学教授と協議した。新たな

大学の設立を進めているモートンベイ市と大学生の交換留学とか、

いろいろな事業展開も含めて期待しており、できれば来年、本市か

らも訪問してみたいと考えている」との答弁 

 

【基本施策２０】水道の安定供給と下水道の充実  

○ (1) 安全で安心な水の供給 

「簡易水道の対象地区と定期点検の状況は」との質問に「西山・

鋳物師屋地区、平原・片尾畑地区の２カ所で、管理運営については

水道局に委託している」との答弁 

 

【基本施策３８】効率的で効果的な行政運営  

○ 現状と課題 

「コンビニ納付によって、支所での受入状況に差異はあるか」と

の質問に「南支所については、若い方などコンビニで納付される方



 

 

が増えてきて、傾向として支所での納付が減少したと思う。埴生支

所については、コンビニ収納の影響とは言い難いが、収納金額はか

なり落ちている」との答弁 

○ (3) 職員の資質の向上 

「不当要求行為等防止対策研修について成果は現れているか」と

の質問に「目に見える成果はないが、不当要求責任者が責任を持っ

て対応できる体制づくりができていると思う」との答弁 

○ (4) 行政サービスの向上 

「出張所と支所での業務上の差異は」との質問に「支所では市民

課と同レベルで受付している部分があるが、出張所は市民課の指示

を仰いで受付するという違いがある」との答弁 

 

【基本施策４０】市政への市民参画の推進  

○ 現状と課題 

「出前講座のメニューでニーズのないものはアップデートする必

要があるのでは」との質問に「開催の度にアンケートを取り、改善

をしている」との答弁 

「市政説明会とあるが、前市長のように対話の日として自治会単

位を回るようなことはしないのか」との質問に「市民から要請があ

れば現場に行き説明をする、まちづくり懇談会を実施することにし

ている」との答弁 

「まちづくり懇談会はまだ実績はないと思うが周知の現状は」と

の質問に「一度広報等に載せたが、その時は申し込みがなかった。

周知に努めたい」との答弁 

○ (1) 市民参画の機会づくり 

「評価指標の前期目標値が 45％は低いのでは」との質問に「指摘

のとおり多いにこしたことはないが、一割増しの 45％で進めていき

たい」との答弁 

○ (2) 市政情報の発信 

「出前講座について、市民はどういうものを求めているか」との

質問に「平成 28年度では、防災関係７回、消費関係と高齢福祉関

係、健康関係がそれぞれ６回であり、これらの講座に人気がある」

との答弁 

「子どもたちへの出前講座は行っていないのか」との質問に「小



 

 

中学校は学校教育課を通して出前講座を行っている」との答弁 

（修正すべき事項） 

   「誤解を招く、あるいは紛らわしい」という理由により、「公聴機

能」を「広聴機能」に修正が必要 

 

（全体に関する意見） 

「基本計画について、用語集を読まなくてもわかる文章で書くべ

きである」という意見 

「評価指標について、施策によっては取り組みやすいものを挙げ

る傾向がある」という意見 
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【基本施策 9】防災体制の充実 

○ 現状と課題 

「海岸保全施設の適正な整備は永久的にやるのか」との質問に

「現在、県事業で松屋埴生地区・黒崎開作の高潮対策事業が進めら

れている。この事業の早期完成を目指し、推進していく。そのほか

の具体的案件は挙がっていない」との答弁。 

「海岸保全の適正な整備は農林部門だけの事業か」との質問に

「農林ではほかに刈屋、小野田、梶、埴生地域を所管しており、長

寿命化等を考えた計画も進めていく。海岸の護岸整備には、ほかに

県の港湾課、河川課がある」との答弁。 

「地震対策として、電線の地中化は考えられなかったか」との質

問に「予算を伴うもので、今のところ計画を立てる状況にはない」

との答弁。 

○ (3) 市域保全の充実 

「指標を掲載すべき」との意見に「国・県の事業が主であり、指標

としてなじまない」との答弁。 

 

【基本施策 10】防犯・交通安全対策等の推進 

○ (2) 交通安全環境の整備 

「指標の通学路の点検が、年 2 回で十分か」との質問に「これは市

内 48路線市道を点検する回数で、他の道路の安全等には土木課が随

時パトロールを実施している」との答弁。 

「年 2 回での実績は」との質問に「28 年度は 22 か所、29 年度は

今まで 6か所の改善をしている」との答弁。 

「横断歩道の線が消えかけていることの対処は」との質問に「公安

委員会の管理になっており、公安委員会で対処することとなる」との



答弁。 

「地元企業に協力してもらっている街路灯管理委員会の状況は」

との質問に「市内に二つの街路灯の管理委員会があり、事務局は土木

課にあって、スポンサーを募り、スポンサー収入により運用してい

る」との答弁。 

 

【基本施策 14】自然環境の保全 

○ 目標指標 

「このエコファーマーは主にどの地区か」の質問に「散在してい

る」との答弁。 

「エコファーマーの人数は」との質問に「認定を受けられた方は

3名で、一つの組織をつくられ活動されている」との答弁。 

「エコファーマー推進に市としての援助、手助けはしているか」

との質問に「金銭的な支援をしている」との答弁。 

「指標目標値 149a にする根拠は」との質問に「宇部市と本市に

またがって有機農法に取り組んでいる方々もあり、そちらの支援も

考えていきたい」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「自然環境の保全は農業関係だけではない」という理由により、

「指標：自然環境の保全意識の高揚の満足度、説明：総合計画策定

に係る市民アンケートの満足度、現状値（平成 28年度）：56.2 点、 

前期目標値（平成 33 年度）：60.0 点」を目標指標に一項目付け加え

る修正が必要。なお、前期目標値は前回アンケートの各項目の値を

若干上積みしたものとした。 

○ (2) 森林・里山環境の保全 

（修正すべき事項） 

「評価指標の２項目は、前期目標値が現状値より上段・下段とも下

がっており、説明もなく分かりづらい」という理由により、評価指標

の上段「指標：菩提寺山市民の森の管理・保全整備面積、説明：－、

現状値（平成 28 年度）：7.1ha、前期目標値（平成 33 年度）：5.5ha」

を「指標：菩提寺山市民の森の管理・保全面積、説明：菩提寺山市民

の森の全体面積、現状値（平成 28 年度）：30ha、前期目標値（平成 33

年度）：30ha」に、評価指標の下段「指標：地域づくり活動に意欲の

ある集落周辺の里山林の整備面積、説明：－、現状値（平成 28 年度）：



1.7ha、前期目標値（平成 33 年度）：１ha」を「指標：地域づくり活

動に意欲のある集落周辺の里山林の整備地区数、説明：集落協定に基

づき整備する地区数、現状値（平成 28 年度）：1地区、前期目標値（平

成 33年度）1地区」に修正が必要。 

○  (3) 農地環境の保全 

「遊休農地の現状は」との質問に「遊休農地、農林業センサスで

約 98ha といわれている。その解消に向けて、農業委員会法の改正

により、農業委員会も機動的となって努力する」との答弁。 

   「実際に耕作放棄地の数はどのくらいか」との質問に「山陽小野田

市の農地が 2 万 2,050 筆で、面積は約 1,900ha あり、そのうち面積

で約 800haが耕作放棄地である」との答弁。 

 

【基本施策 18】住環境の確保 

○ 目標指標 

「目標指標で、前期目標値 69 について行政ができることは」と

の質問に「市の個別事業では難しい。国や県の助成を受けて建て替

えるか、民間の活力を加味した数字とはなる」との答弁。 

○ 現状と課題 

「市営住宅の戸数は何戸か」との質問に「23 団地あって、合計戸

数は 1,463戸である」との答弁。 

「県に対し、県営住宅の推進を要望できないか」との質問に「県と

の協議の中で、逆に県営住宅を市のほうで引き取ってもらえないか

と言われる状況では難しい」との答弁。 

○ (1) 住宅整備の支援 

「耐震化無料診断の促進事業との関わりは」との質問「指標は年に

20件の耐震診断、1件の改修を見込んで 5年分の 105を上乗せした

目標とした」との答弁。 

○ (2) 公営住宅の適正管理 

   「評価指標で、2棟を 12棟とあるのは全て補修で、市営住宅を新

築する考えはないのか」との質問に「前期目標までに新しく建てる

計画はない」との答弁。  

 

【基本施策 19】公園・緑地の整備・保全 

○ 目標指標 



「第一次総合計画では一人当たりの面積であったが、公園面積と

した理由は」との質問に「一人当たりの面積は全国的にも高い水準

であり、今後の人口減少により更に高くなるので今回の指標とし

た」との答弁。 

○ 現状と課題 

「健康長寿を推進する上で健康遊具設置の推進は図られないか」

との質問に「総合計画にはうたっていないが、今後の検討課題とす

る」との答弁。 

「街路樹の落葉の処理など問題がある木の選定に配慮すべき」と

の意見に「樹種に関しては検討する考えである」との答弁。 

○ (1) 都市公園の整備と管理 

「江汐公園等、指定管理業者との連携は十分取れているか」との質

問に「業者とは打合せをし、市民が快適に利用できるよう随時話し合

っている」との答弁。 

「江汐公園内に設置予定と聞いている理科大の薬草園の位置付け

は」との質問に「持ち主が山口東京理科大学になるので、その部分は

大学の管理になるが、管理については検討中である」との答弁。 

○ (2) 緑化の推進と保全 

「緑化推進事業としてどのような事業があるか」との質問に「市

民館で開催される SOS 健康フェスタでの球根の配布や樹木相談を受

ける都市緑化祭、もう一つは年長幼稚園児と保育園児による記念の

植樹をする希望の森植樹祭などである」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標の現状値は明らかな表示ミス」という理由により、評価

指標の現状値「個人 13,905 人」を「個人 13,905件」に修正が必要 

 

【基本施策 20】水道の安定供給と下水道の充実 

○ 目標指標 

「第一次総合計画の水道の普及率を耐震化に変更された根拠は」

との質問に「第一次は市全体として理想的なものを追う計画で、水

道も給水区域内について普及率等、高い目標値をあげていたが、第

二次は現実的な計画をつくることから、安定給水を目標にした管路

等施設の耐震化を目指したものとした」との答弁。 

「本市は干拓地が多く、地震による地盤の液状化が予想される



が、その中でも対応可能な耐震管なのか」との質問に「耐震管とし

て 3種類扱っているが、いずれも地盤の変形にも追随していけるも

のである」との答弁。 

「水道有収率はどのくらいか」との質問に「現状約 87％で、管路

の更新がこの 10年間できておらず、有収率の改善もできなかっ

た」との答弁。 

○ 現状と課題 

〔水道〕 

「宇部市との広域化の状況はどこまでいっているか」との質問に

「平成 25年度から双方で検討を始め、27 年度から検討委員会を正

式に立ち上げ、今まで 6回会議を行っているが、報告できる状況に

はない」との答弁。 

〔下水道〕 

「施設、機器の老朽化が著しいとは、何の調査によるものか」と

の質問に「24年から長寿命化計画事業により進めているが、今年度

は修繕量が非常に多く、事業をやめ、とにかくプラントが動く努力

をしている状態」との答弁。 

「公営企業会計移行の進捗状況は」との質問に「28・29・30年の

3か年で移行準備を進めている。28年度から業者に委託し、一番大

きな固定資産台帳の整備が 29 年度末で完了予定、平成 31年 4 月か

らの適用を予定している」との答弁。 

○ (2) 災害に強い強靭
じん

な水道の構築 

「非常時に最低限の水はどのくらい必要か」との質問に「1日平

均配水量、大体 1 日分を確保できればいいと考えている。厚生労働

省の基準はあるが、事故が起こっても早期に解消し、市民生活に影

響を与えないような形で考えている」との答弁。 

「宇部市との相互融通管で、緊急時どの程度融通が効くのか」と

の質問に「2 か所あって、全部で 1 万トンの融通が可能で、小野田

地区の 1日の使用水量の大体 6割から 7 割程度の融通量である」と

の答弁。 

○ (3) 水道事業運営の持続 

「指標から安定経営と判断できる数値の目安はどれほどか」との

質問に「給水収益に対する企業債残高は 300％程度がふさわしく、流

動比率は基本的に 100％以上だが、民間企業の場合は大体 120％以上



を目指すといわれている」との答弁。 

「企業債残高、給水収益、流動資産・負債、内部留保資金の具体的

数字は」との質問に「平成 28 年度決算値で企業債残高は約 52 億円、

給水収益は約 13億円、流動資産は約 22 億円、流動負債は約 10 億円、

内部留保資金は約 8億円である」との答弁。 

「水道料金の改定はどのように進めていくのか」との質問に「水道

事業を理解し、必要な料金改定を検討してもらった上で、平成 30 年

度に提案できれば今後安定した事業運営ができると考えている」と

の答弁。 

○ (4) 下水道の整備と管理 

「公共下水が通っている所で、利用されていない割合と利用促進

は」との質問に「下水道管渠
きょ

を敷いていて、利用していないのは

9.6％である。また、下水道管が宅地前を通って 3 年以内に下水に

つなぐこととなっているので対象世帯には案内をしている」との答

弁。 

「指標の農業集落排水普及率が 2.5％から 2.8％と上向きになっ

ているのは、維持管理事業だけでなく、新規事業をやるということ

か」との質問に「新規事業はない、数字のマジックで分母、分子が

動くので現状維持が膨れて見えるだけ」との答弁。 

「公共下水道普及率アップの数字の根拠は」との質問に「平成 26

年以前は国に要望した交付金が 80％台で返ってきていたが、27 年

度から急に 60％となったので、従来の 1％アップではなく、今は

0.5％をスローガンに仕事をしている」との答弁。 

○ (5) 浄化槽の整備 

「浄化槽の整備普及を積極的に推進するのか」との質問に「補助金

を出す事業なので、本市と国の懐事情により成立するので、現状 85

基が積極的な数字である」との答弁。 

「指標の目標数字が 25.3 から 24.8 に下がるのはおかしい」との

指摘に「これも数字のマジックで、公共下水整備区域内の浄化槽設置

者が公共下水にするケースなどがあるということ」との答弁。 

 

【基本施策 21】道路・交通網の充実 

○ 基本方針 

「地域の移動ニーズにあわせてバス、鉄道の利用促進を図るとい



うのは相反する事業ではないか」との質問に「移動ニーズにあわせ

てということについては現在作業を進めている。バス路線について

は幹線・支線の役割を明確にし、支線についてはデマンド交通がい

いのか、グループタクシーがいいのか検討中である。鉄道について

は今ある利用者を確保しながら利用促進を図っていく」との答弁。 

○ 目標指標 

「市道改良率が第一次総合計画の目標値の現状値、目標値よりも

減っているので、数字に違和感があるが、その原因は」との質問に

「道路幅の基準を４m 以上に変えたためである」との答弁。 

○ 現状と課題 

「デマンド利用者の現状と目標値は」との質問に「28年度が

1,528 人、33 年度目標値を約 2,000 人としている」との答弁。 

「公共交通の計画をどのように進めていくのか」との質問に「玉

野市、総社市の視察を参考に、また専門家のアドバイスから山陽小

野田市にあった新しい方式を検討しながら来年度進めていきたい」

との答弁。 

○ (1) 道路網の整備 

「指標の目標値 3 橋はどこか」の質問に「円人道跨線橋、第二高千

帆橋、船出橋である」との答弁。 

○ (2) 持続可能な地域公共交通網の形成 

「バス事業者への約 1 億 3,000万円の補助金支援は今後も継続す

るのか」との質問に「市民の大切な足であり、引き続き支払ってい

くが、財源も限られており、減らす方向で頑張っていく」との答

弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標の下段指標欄、説明欄については、明らかな表示ミス」

という理由により、「指標：ＪＲ小野田線利用者数、説明：ＪＲ小野

田線各駅の利用者数」を「指標：ＪＲ利用者数、説明：市内ＪＲ各駅

の利用者数」に修正が必要 

○ (3) 駐車場・駐輪場の整備 

（修正すべき事項） 

「評価指標について、単なる利用台数では利用状況の判断ができ

ない」という理由により、「指標：厚狭駅南口駐車場の利用台数、説

明：－、現状値（平成 28 年度）：36,285 台／年、前期目標値（平成



33年度）：38,000台／年」を「指標：厚狭駅南口駐車場の稼働率、説

明：日平均利用台数 ÷ 駐車枠数(190台)×100、現状値（平成 28年

度）：52.1％、前期目標値（平成 33年度）：55.0％」に修正が必要。 

○ (4) 広域交通網の整備 

「山陽自動車道の小野田宇部間の料金が非常に高い。広域連合を

考えた上で、料金体系を見直す要望は出されたか」との質問に「要

望した経緯はないが、県を含めた中で今後検討していく必要があ

る」との答弁。 

○ (5) 都市計画道路網の整備 

   「都市計画道路 45路線についての優先順位はあるか」との質問に

「市が実施する事業予定は 33 年度まではない。指標の 1.3％増は公

園通りの道路の改良済み部分が入ってくるものである」との答弁。 

 

【基本施策 22】適正な土地利用の推進 

○ 目標指標 

「小野田駅前地区都市再生整備計画事業施行済事業費と全体事業

費は」との質問に「28年度は用地測量と実施設計で 2,030万円、全

体事業費は 5 億 7,110 万円を計上している」との答弁。 

○ (2) 市街地の整備 

「厚狭駅南部地区コンパクトシティ構想でコーポラティブの進捗

状況は」との質問に「ハウスメーカー等とも協議した中で現在要望

がなく、非常に難しい状況である」との答弁。 

「指標の 36.0％が 50.0％になる具体的計画が決まっているか」

との質問に「具体的な計画は公立保育所の設置で、その他について

は個人所有の土地になり、アンケート調査や話をしながら誘導して

いきたい」との答弁。 

○ (3) 住居表示区域の拡大 

「周知の遺跡としての名称や珍しい名称は文化財として残してほ

しい」との意見に「実施するエリアに住んでいる住民が話合いや意見

を出し合って決めている。文化的な部分の保存ということであれば、

教育委員会の社会教育課と協議しながら検討していく」との答弁。 

 

【基本施策 23】港湾施設の整備 

○ 目標指標 



「指標で目標値の根拠は」との質問に「平成 17年当時は 381 万

トンであったが 28 年度には 418万トンであり、33 年度にはおおむ

ね 500 万トンに達するであろうという考えからの計上である」との

答弁。 

「主には何が運ばれているのか」との質問に「石炭が一番多く、

291万トンである」との答弁。 

○ 現状と課題 

「小野田港湾地区から県央部へ、陸上の連絡強化を図る具体的な

計画はあるか」との質問に「一つの施策として県道小野田山陽線の

4車線化を県にお願いしている」との答弁。 

○ (1) 港湾施設の整備 

「数年前に浚渫
しゅんせつ

をしたが、その効果は」との質問に「本来持って

いる計画推進を確保できたこと。満潮を待たないと接岸できなかっ

た状況が解消されたことである」との答弁。 

「外国船の入港はあるか。またヒアリなどの調査はされたか」との

質問に「外国船の入港はあるが、ヒアリについては聞いていない」と

の答弁。 

 

【基本施策 24】多様な働く場の確保 

○ 基本方針 

「産学官の連携とあるが、金融機関との連携は考えているか」と

の質問に「検討していく事業が、事業化になった時点で加わっても

らおうと考えている」との答弁。 

○ 目標指標 

「若者が 25 歳から 34 歳となっているが、定義があるのか」との

質問に「国勢調査の若者の定義として、25 歳から 29歳，30 歳から

34歳という二つの区分があり、足した数字で出した。この合計の分

母は 6,763人である」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「目標指標上段の説明欄をより親切な表現にする」という理由に

より、目標指標上段説明欄の「経済センサス」を「経済センサスによ

る」に修正が必要。 

○ 現状と課題 

「企業ガイドブックや起業家の文言がないのはどうしてか」との



質問に「企業ガイドブックについてはおおむね 3年に 1度商工労働

課が作成しているもので、大学の研究内容等をまとめた大学のシー

ズ集と共に企業に配布したりすることで、産学官連携事業に入れて

いる」との答弁。 

○ (1) 産学官連携の推進 

「相談等により、実際に売上や経営状態が良くなったのは何件く

らいか」との質問に「これは大学のほうの数字で、説明後に問合せ等

があった件数である」との答弁。 

「公立化して 1 年近くたつ中で、産学官連携の形がとれたものは

あるか」との質問に「それぞれの教授、研究室で結ばれた研究の契約

が市内だけでなく 13 件程度あるようである」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標の説明欄に具体的、親切な説明を入れるべき」という理

由により、説明欄の「－」を「技術説明会・研究室公開の実施等によ

る問合せ件数・相談件数」に修正が必要。 

○ (2) 雇用確保の促進 

「離職者の対応として、ハローワークに頼るだけでなく担当課と

して何かしているのか」との質問に「商工労働課が全庁的な取組と

して離職者に対し、ワンストップ窓口を設けており、色々な対応が

できるよう体制は整えている」との答弁。 

○ (3) 職業能力の開発向上 

「雇用能力開発支援センターで勉強された方が就職された人数な

どは把握しているか」との質問に「把握はしていないが、ハローワー

クからの紹介等があるので、把握することは可能である」との答弁。 

「時代のニーズに対応できるような職業能力支援とは具体的にど

のようなものか」との質問に「一番多いものでフォークリフトの講

習、クレーンの講習、溶接の講習、高所作業のクレーン車を持って来

てからの講習など、ほかにパソコン教室等も設置している」との答

弁。 

「この建物は昭和 35 年 4 月に建てられたものを増改築している

が、今後どうするのか」との質問に「古い建物である認識はしている

が、必要な施設と捉えており、壊れたところについてはその都度対応

して、できる限り使っていきたい」との答弁。 

（修正すべき事項） 



「評価指標について、もっと分かりやすく、具体的なものにすべ

き」という理由により、「指標：雇用能力開発支援センターの年間稼

働率、説明：職業能力講習実施日÷開館日×100、現状値（平成 28 年

度）：98.0％、前期目標値（平成 33 年度）：100.0％」を「指標：雇用

能力開発支援センターの年間利用者数、説明：雇用能力開発支援セン

ターで実施されている職業能力講習等の年間受講者数、現状値（平成

28 年度）：14,768 人、前期目標値（平成 33 年度）：15,000 人」に修

正が必要。なお、目標値については若干の上積みを加味し、丸めた数

とした。 

 ○ (4) 就業対策の促進 

「若者、女性、高齢者、障害者の就業対策は」との質問に「それ

ぞれに限定したものはないが、昨年から市内企業の雇用確保を目的

にハローワーク宇部、市、両商工会議所が共同して就職説明会を行

った。女性については結婚、出産等の離職で再就職ができるような

応援事業も実施している」との答弁。 

「指標の説明会に市内業者は何社の参加があったか」との質問に

「昨年度は 32社、今年 8月は 37 社の参加があった。今後は説明会

と面接会を 2 回開催したい」との答弁。 

○ (5) 勤労者福祉の推進 

「勤労者福祉の推進、労働団体等の育成についてどのように考え

ているか」との質問に「福祉の増進を図る団体等には補助金を交付し

ており、事業者には退職共済金の一部補助をしている。また労働団体

に対しても活動の助成金支援を行っている」との答弁。 

 

【基本施策 25】中小企業の振興 

○ 目標指標 

「経済センサスの数字を使うのはどうしてか」との質問に「アバ

ウトな数字になるものより、一番正確な経済センサスの数字を挙げ

た」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「目標指標の説明欄をより親切な表現にする」という理由によ

り、目標指標説明欄の「経済センサス」を「経済センサスによる」

に修正が必要。 

○ (1) 中小企業の支援 



「融資実績は何件か」との質問に「平成 27 年の実績は 17 件であ

る」との答弁。 

「指標の 33 年目標値が 10 万円増した数字にしたのは裏付けがあ

ってのことか」との質問に「近年減少傾向にあったので現状維持、減

らさないとの思いで挙げた」との答弁。 

「企業に対する支援対策のＰＲの仕方の具体的な方策はあるか」

との質問に「市のホームページ等への掲載、商工会議所、金融機関等

へ支援制度の資料を渡しＰＲしているところである」との答弁。 

 

【基本施策 26】工業の振興 

○ 基本方針 

「進出企業の種目を県との協議で第一次産業とか特徴的な企業が

入れないか」との質問に「小野田・楠企業団地は当初製造業を対象

業種にしていたが、その後発電事業等、今年 3月の改正では卸売、

流通業の関係も入れるなど、随時ニーズに応じている」との答弁。 

○ 目標指標 

「指標が分譲面積となっているが区画ではいけなかったか」との

質問に「近年１区画１haのものを半分に分けての分譲が 3件続いて

おり、売れても区画が減らない状況等がある」との答弁。 

○ (1) 企業誘致の推進 

「優れた立地環境を PRとあるが具体的にはどういう面か」との質

問に「まず気候が温暖であることと地震や台風等自然災害が少ない

というのが 1 番で、交通アクセスも山陽自動車道等交通機関も整っ

ている点である」との答弁。 

○ (2) 立地基盤の整備 

「工業用水を必要とする企業の誘致の際、市として工業用水の確

保ができるか」との質問に「現在市内 3 社に供給しており、全量売

れている。実際そうなれば、以前県が検討した経緯があり、供給は

可能と考える」との答弁。 

○ (3) 既存企業の内発促進 

「指標で目標値 6 件は、本来上げるべきではないか」との質問に

「毎年交付対象が変わっており、今と同じ交付件数にした」との答

弁。 

 



【基本施策 27】商業の振興 

○ 目標指標 

「基本計画施策課題カルテの数字と違いがあるのはどうしてか」

との質問に「第一次のときは商業統計の数字を採用したためで、現

在は国のほうでも経済センサスのほうに流れが動いていることか

ら、今後は経済センサスの数字を採用することとしている」との答

弁。 

（修正すべき事項） 

「目標指標の説明欄をより親切な表現にする」という理由によ

り、目標指標説明欄の「経済センサス」を「経済センサスによる」

に修正が必要。 

○ 現状と課題 

「既存商店街の具体的名称は」との質問に「小野田駅前商店街、

厚狭商店街、埴生商店街の三つである」との答弁。 

○ (1) 商業振興支援の充実 

「近隣市町の買い物等の購買の動向調査はされているか」との質

問に「県の商政課が平成 17 年、22 年に実施しており、次回が 31 年

度の予定と聞いている。それによると本市の購買率は、市民が

70.5％、楠からが 26.8％、美祢からが 11％、宇部からが 2.3％など

の数値を把握している」との答弁。 

   「空き店舗の利活用や支援センターといった事業はないか」との質

問に「今はそのような計画、事業はないが、今後検討したい」との答

弁。 

   「指標の商業振興のための補助件数が 2 件だけの説明は」との質

問に「補助の要項に該当しているのが 2 件である」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標上段の説明欄をより親切な表現にする」という理由に

より、評価指標上段説明欄の「経済センサス」を「経済センサスによ

る」に修正が必要。 

 

【基本施策 28】農業の振興 

○ 現状と課題 

「有害鳥獣の被害対策は農業の振興に重要だが、挙がっていない

のはどうしてか」との質問に「有害鳥獣の隠れ家となる観点から総



合計画は１冊のものであるので林業の振興のほうで対応することと

した」との答弁。 

「農業振興地域の見直しは 5 年に 1 度やるということか」との質

問に「5年を経過したところもあるが、土地利用の変更が生じたと

ころもあって、その辺を踏まえての見直しに取り組む意思表示であ

る」との答弁。 

「農協が県で単一農協に一本化されることによる影響についてど

う考えているか」との質問に「承知しているが、影響が出ては困る

と考えている。市としてもその動きを注視していく」との答弁。 

○ (1) 農業経営体の育成・強化 

「農業従事者は何人か」との質問に「27 年の農林業センサスで農

家世帯数は 913 戸となっているが、全てが経営されているわけでは

ない」との答弁。 

「中山間の文言を入れるべきではないか」との意見に「中山間地域

に対する支援等については実施計画や個別事業の中に掲げて進めた

い」との答弁。 

○ (2) 農業の生産基盤の整備 

「指標の整備地区はどこか」との質問に「後潟と埴生地区の 2 か

所である」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標の説明欄は空欄ではなく、分かりやすく親切な説明を

入れるべき」という理由により、評価指標説明欄の「－」を「後潟

上地区及び王喜（埴生）地区」に修正が必要。 

○ (3) 地産地消の推進 

「地産地消率は幾らか」との質問に「市場を通した入荷量、出荷量

等は市内産の入荷は 10％を切っている状況、県内産は 44.6％、県外

産は 47.2％である」との答弁。 

「農産物のブランド化についての考えは」との質問に「寝太郎かぼ

ちゃが山口県のブランド認定を受け、カボチャを使った商品化がさ

れた。今後もねぎ三昧など様々な取組をしている方々への後方支援

をしていく」との答弁。 

○ (4) 畜産業の振興 

「畜産農家に対する支援はどうなっているか」との質問に「現実

的な対応はできていない。家畜診療のほうで経費の一部を負担して



おり、28年度実績で 123万 4,000 円を支出している」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「評価指標の指標では延べ頭数となり、振興のための実数把握が

できない」という理由により、「指標：予防接種実施頭数、説明：－、

現状値（平成 28 年度）：304頭／年、前期目標値（平成 33年度）：304

頭／年」を「指標：飼養経営体数、説明：－、現状値（平成 28年度）：

5戸、前期目標値（平成 33年度）：5 戸」に修正が必要。なお、目標

値については減らさないということで現状値と同数とした。 

○ (5) 地方卸売市場事業の振興 

「現状の累積債務は幾らか」との質問に「この累積債務の解消に当

たって、28 年度までの 3 年間で 1,100 万円の補助金を中央青果に支

出したことにより、約 1,353 万円になったということである」との答

弁。 

 

【基本施策 29】林業の振興 

○ 現状と課題 

「木材の需要動向の把握と記載されているが、それを今後どう生

かすのか」との質問に「本来なら有効活用する手段として、公共施

設への木材供給が挙げられるが、施設管理計画もあり、新たに施設

を整備することは難しい。更新、改修での利用も考えられるが、現

実難しい問題もある」との答弁。 

○ (1) 森林の適正管理 

「指標の 6.4haは変わらないのか」との質問に「市有林全体の面積

は 402ha あるが、整備を進める面積を 6.4ha と考えている」との答

弁。 

○ (2) 林業の生産基盤の整備 

「有害鳥獣の農業と林業の被害額は」との質問に「28年度の被害

総額は 1,316 万 7,000 円、そのうち農産物に係るものが 1,262 万

2,000 円、林産物に関するものが 54万 5,000円である」との答弁。 

「駆除数はわなか猟銃か」との質問に「ほとんどがわなで、わな

も狩猟免許を取得して、県の狩猟登録をしなければ狩猟も駆除もで

きない。現在 2名の職員が免許を取得している」との答弁。 

 

【基本施策 30】水産業の振興 



○ 目標指標 

「57経営体は増減なしとなっているが、担い手は何人いるか」と

の質問に「新たな担い手はいない。10年前に 126 経営体だったが後

継者も少なくなっており、目標指標はこれ以上減らさないという思

いで掲げた」との答弁。 

（修正すべき事項） 

「目標指標上段の説明欄には、具体的に親切な説明を入れるべ

き」という理由により、目標指標上段説明欄の「－」を「４漁協

（小野田、高泊、厚狭、埴生）の経営体数」に修正が必要。 

○ 現状と課題 

「漁港数と漁船数はどういう状況か」との質問に「漁港は刈屋、

高泊、梶、埴生の 4漁港で、漁船数は刈屋 44、高泊 27、梶 37、埴

生 34 の 142 隻である」との答弁。 

「漁獲量の減少となる原因はつかんでいるか」との質問に「気候

の変化、水質の変化等が大きく影響していると考えている。世界的

には乱獲の影響も言われている」との答弁。 

○ (1) 水産業の経営基盤の強化 

「朝市を行っているところへの支援はしているか」との質問に「特

にしていない。年に一回手伝いに行く程度である」との答弁。 

○ (2) 水産業の生産基盤の整備 

「指標の埴生漁港の整備 94％は煮詰められた数字か」との質問に

「補助事業で、国と県から 8 割、残りの 2割を市が負担している

が、国からの補助金がかなり圧縮されてきている状況である」との

答弁。 

○ (3) 魚食普及の推進 

（修正すべき事項） 

「評価指標の前期目標値において、給食センターが稼動している

ことの認識がなかったものと判断する」という理由により、「指標：

給食材料に山口県産の魚を利用した市内小中学校の数、説明：－、現

状値（平成 28年度）：19校／年、前期目標値（平成 33年度）：19校

／年」を「指標：市内小中学校の給食材料に山口県産の魚を利用した

回数、説明：山口県水産物消費拡大運動推進協議会を通じて魚を利用

した回数、現状値（平成 28年度）：1回／年、前期目標値（平成 33 年

度）：1 回／年」に修正が必要。なお、目標値については減らさない



ということで現状値と同数とした。 

 

【基本施策 31】観光・交流の振興 

○ 基本方針 

「外国人をどのように呼び込むのか、またインバウンドをどのよ

うに進めていくのか」との質問に「事業所任せというのが実情であ

る。インバウンドの客としては、主にゴルフ場が大きな集客であ

り、最近では観光農園への集客が見られる」との答弁。 

「民間シンクタンクなどの専門的知見とは具体的にどういった組

織か」との質問に「県の観光連盟等の実績、経験も豊富な団体や当

然民間のコンサルタント会社の意見も聞きたいという思いを持って

いる」との答弁。 

○ 現状と課題 

「観光パンフレットはうまく配布されているか」との質問に「4

か国語を各 2 万部作っており、年間で大体 6,000部を目安に 3 年間

で配布する予定だったが、中国語分はクルーズ船の寄港時等、積極

的に配るようにしていて、それを上回っている」との答弁。 

○ (1) 観光・交流資源の整備・充実 

「近隣市との連携で具体的に何か協議している事項等はあるか」

との質問に「現在も進行中の産業観光バスツアーやＪＲ美祢線の利

用促進が挙げられる。今は県央連携で話を進めている」との答弁。 

○ (2) 情報発信・誘客体制の強化・充実 

「ボランティアガイドの育成はどのように考えているか」との質

問に「個別の事務事業として進めていきたい」との答弁。 

○ (3) 地域ブランドの推進 

「認定商品、名産品の利活用はどうしているか」との質問に「観光

協会のホームページでの紹介や市役所のロビーに展示したり、サン

パークで開催したりしている名産フェアがある。県外で行う物産展

などでは出店されたものを預かって販売し、紹介する取組も行って

いる」との答弁。 

 


